
 京都市美術館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和元年８月２２日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

京都市美術館条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市美術館条例施行規則の一部を次のように改正する。 

別表第２別館の項中「４５０」を「４７０」に，「６５０」を「６８０」に，「１，１０

０」を「１，１５０」に，「９００」を「９４０」に，「１，３００」を「１，３６０」に，

「２，２００」を「２，３００」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和元年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市美術館条例施行規則の規定は，この規則の施行の日以

後の使用に係る使用料について適用し，同日前の使用に係る使用料については，なお従

前の例による。 

（美術館） 

 

３４


